
平成27年12月16日
地方創生特別委員会参考資料

地域産業 工芸産業

農産物等（農産物、林産物、畜産物、水産物、加工品）

地場産業で製造

される物品
伝統的工芸品

（経済産業大臣指定）

（知事指定）

伝統的な農産物等（知事が認めるもの）

地場産品

地場産業 伝統工芸

産業

★条例案で定義する「地場産品」のイメージ


